
令和４年５月２０日 

 
 村民の皆様へ 

 
大蔵村長 加 藤 正 美 

 
 

令和４年度交通災害共済加入申込について 

 
 交通事故防止につきましては、日頃より格別のご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 
 さて、交通災害共済につきましては、この６月３０日をもって有効期限満了

となり、７月１日より新たに加入していただくことになります。できる限り全

世帯員が加入して下さるようお願いいたします。 
 なお、共済会費の取りまとめについては、各地区代表さんにお願いしており

ますので、各世帯の皆さんは代表さんまで納入お願いします。 

 
 

記 
 

１．共済会費  年間 1 人 400 円 （大人、子ども共に） 
３．加入申込  ・申込書と封筒に記入の上、現金を添えて申し込み下さい。 
        ・加入されない方（世帯）も、封筒を回収します。 
        ・領収書については後日、代表さんを通してお渡します。 

 
         
※ 申込の集金方法・期日等については、地区代表さんから連絡がありますの

で指示に従って納入ください。 

 
 
 
 

                 事務局： 大蔵村役場危機管理室 
担 当： 八鍬・佐藤 
電 話： ７５－２１７０（直通） 

回 覧 









 

 

令和４年５月２０日 

 

令和４年度 大蔵村社会福祉協議会会費納入のお願い 

 

 日頃より、社会福祉協議会の事業運営につきましては、格別なるご理解とご協力を

賜り厚くお礼申し上げます。 

 社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的に組織されており、地域

で起きている問題を、その地域に住んでいる人たちで解決することができるよう

に、住民・行政・関係者等、様々な機関との連絡調整を行っております。 

 

 

 

 

社会福祉協議会は、地域住民の支え合いを通じて、お互いにしあわせを共有す

るために、大蔵村の全ての住民の皆様を会員としており、皆様よりいただく会費

は、地域福祉への「住民参加」という大きな意味を持っております。住み慣れた

地域でいつまでも安心して暮らせるまちづくり推進のため、本年度も会費の納入

にご理解とご協力をお願いいたします。 

 

会費 一世帯あたり １，０００円 

 

 ご協力いただきました会費は、さまざまな福祉サービスや相談活動、ボランティア

活動の充実、福祉団体さらには行政・関係機関との協働事業など、地域福祉活動のた

めに使わせていただきます。 

 つきましては、地区代表さん（隣組長さん）がお伺いした際は、趣旨をご理解いただ

きご協力くださいますようお願いいたします。 

 

社会福祉法人 大蔵村社会福祉協議会 

会 長  押 切  建 一  

 

ご不明な点がございましたら、下記へご連絡くださいますようお願いいたします。 

社会福祉法人 大蔵村社会福祉協議会 

大蔵村大字清水２５２８（大蔵村役場 健康福祉課内） 

TEL ７５－２１０４（内線２７３） 

回 覧 

社協会費について 



◎　収　入 （単位：円）

収入予算額

869,000 869世帯×1,000円

1,721,000 山形県社会福祉協議会助成金 50,000円・大蔵村補助金 1,671,000円

689,000 赤い羽根募金配分金 269,000円・歳末たすけあい配分金 420,000円

1,000 預金利子等

924,000
4,204,000

◎　支　出 （単位：円）

支出予算額 説　　　　　　　　　明

186,000 法人運営会議費等

2,482,000 事務局事務費・職員人件費等

512,000 ボランティア活動推進事業費

25,000 福祉団体支援事業

50,000 生活福祉資金推進及び貸付調査活動費

519,000 ひとり暮らし、健康交流促進等の高齢者支援事業費・児童福祉事業費

420,000
10,000

4,204,000

◎　収　入 （単位：円）

収入決算額

841,000 841世帯×1,000円

12,603
山形県曹洞宗青年会最上支部寒修行会参加者一同代表
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田中裕道様　　 12,603円

1,749,131 山形県社会福祉協議会助成金 47,200円・大蔵村補助金 1,701,931円

180,000 大蔵村戦没者追悼式事業委託金

744,515 赤い羽根募金配分金 341,015円・歳末たすけあい配分金 403,500円

4,822 預金利子等

3,532,071

◎　支　出 （単位：円）

支出決算額 説　　　　　　　　　明

127,180 法人運営会議費等

2,132,910 事務局事務費・職員人件費等

165,452 ボランティア活動推進事業費

167,945 戦没者追悼式事業費

25,200 生活福祉資金推進及び貸付調査活動費

129,315 ひとり暮らし、健康交流促進等の高齢者支援事業費

403,500 村内配分 390,000円・施設配分 13,000円

3,151,502

380,569

一般募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

経常支出額

当期資金収支差額

寄　附　金

項　　　目

役員会等運営事業

事務局運営事業

福祉活動推進事業

福祉団体支援事業

生活福祉資金貸付事務

経常収入額

会　　　費

助成金及び補助金

事業委託金
山形県共同募金会配分金

雑　収　入

項　　　目 説　　　　　　　　　明

役員会等運営事業

事務局運営事業

福祉活動推進事業

福祉団体支援事業

生活福祉資金貸付事務

一般募金配分金事業
歳末たすけあい配分金事業

予　備　費

経常支出額

令和３年度 収支決算 概要

山形県共同募金会配分金

雑　収　入

当期資金収支差額

経常収入額

項　　　目

助成金及び補助金

―大蔵村社会福祉協議会の今年度予算および前年度決算の概要をお伝えします―

令和４年度 収支予算 概要

項　　　目 説　　　　　　　　　明

会　　　費

お互いに助け合い、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して

～皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします～



大 住 第 ４ ６ 号 

令和４年５月２０日 

 

 豊牧・滝の沢・沼の台・平林地区の皆様 

 

大蔵村長 加藤 正美 

 

令和４年度村税の出張徴収について 

 

 税務行政につきましては、日ごろより格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 さて、今年度のふるさと味来館における出張徴収について、下記のとおり行い

ますのでお知らせいたします。 

下記以外の納税につきましては、役場会計室や指定金融機関などをご利用の

うえ納付くださいますようご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

出張徴収日 時間 納期限となる税目 

５月３１日（火） 10：30～11：00 固定資産税 1期、軽自動車税 

８月 １日（月） 10：30～11：00 固定資産税 2期、国民健康保険税 1期 

９月３０日（金） 10：30～11：00 固定資産税 3期、国民健康保険税 3期 

１１月３０日（水） 10：30～11：00 固定資産税 4期、国民健康保険税 5期 

 

【担当】 

大蔵村役場住民税務課 税務係 

電話 75-2103（内線 251・252） 



 

大蔵村の のお知らせ 
 
 

①やまがたハッピーサポートセンター登録支援補助金 

  大蔵村では、結婚を望む方々に対する出会いの機会拡大のため、やまがた   

ハッピーサポートセンターへの会員登録費用の一部を補助します。 
 

【対象者】本村に住所を有し、現に婚姻をしていない方で、令和４年４月１日    

以降に会員登録を行った方 

【補助金額】5,000 円 
 
※やまがたハッピーサポートセンターとは・・・ 

少子化等に伴う人口減少に歯止めをかけるため、山形県・県内全市町村・

商工団体等が共同して、出会いや結婚を希望する方々を応援するために設置

した公的な機関です。 

 

②結婚新生活支援事業補助金 

大蔵村では、新婚生活を開始する際の経済的な負担を軽減し、結婚しやす 

い環境づくりのため、新婚世帯の住居費や引越費用の一部を補助します。  
 

【対象者】令和 4 年 1 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に婚姻届を  

受理された夫婦で、次の要件を満たす方 

①住居が村内にあり、当該住居の住所で住民登録がなされていること。  

②夫婦共に婚姻日における年齢が 39 歳以下であること。  

③夫婦の所得が 400 万円未満であること。（結婚を機に離職した場合や貸    

与型奨学金を現在返済している場合は別の方法で所得を算出します。） 

④村税等の滞納がないこと。  

⑤生活保護法の規定による住宅扶助を受けていないこと。  

⑥他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。  

⑦夫婦または世帯構成員が暴力団員等でないこと。  

【対象経費】新居の取得費(リフォーム等） 

や家賃、引越費用 

【補助金額】1 世帯当たり 30 万円上限 

 
  

 
◎詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください  

申請先及び問合せ先 

大蔵村役場総務課政策推進係 75-2111（内線 214） 

回覧 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和4年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】 

奨学金返還支援事業の 

※ 返還支援後さらに２年間、県内居住・就業を継続する必要があります。 

山形県における将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、 

県と県内市町村が連携して、奨学金の返還支援事業を実施します。 

対 象 者 

２万６千円×令和４年４月以降に奨学金の貸与を受けた月数 

（ ４年制大学の場合の最大支援額 １２４万８千円 ） 

対象奨学金  

 

大学院、大学、高等専門学校、短大、専門学校 

産業技術短期大学校、職業能力開発専門校の在学生 

支 援 額  

 

日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金、 

県内市町村の奨学金 

応募者 募集 

県または定住を希望する市町村へお問い合わせください。詳細について裏面もご覧ください。 

● 山形県 産業創造振興課 

（地域産業振興担当） 

TEL 023-630-2691 県 HP 

● 各市町村の担当窓口一覧 

● 各市町村対象奨学金一覧 

募集人数    ２３０名 

募集期間    令和４年５月27日(金)～６月30日(木) 

応 募 先    大学等を卒業後に定住予定の市町村  

山形県に就職を考えている学生の皆さんへ 

を します！ 

 
大学等在学中に 

応募・認定 
 

大学等卒業後 

県内に居住・就業 
 
３年経過後（※） 

返還支援 

 

 



１１ 募集対象者 

次のＡ又はＢのいずれかに該当する方で、かつ(1)から(3)までの要件全てに該当する方 

Ａ 山形県内に居住しながら県内の高校等を卒業し、次の大学等に在学している方 

ア 大学院（修士課程及び博士課程前期も含む） イ 大学 

    ウ 高等専門学校（第４、５学年及び専攻科に限る）  

    エ 短期大学  オ 専修学校専門課程 

    カ 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校 

Ｂ 県内に所在する大学等に在学している方 

(1) 将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている方又は今年度中に受ける予定の

方（ ※ 市町村によって対象の奨学金が異なります。市町村の窓口にご確認いただくか、表面ＱＲ

コードより一覧表をご確認ください。） 

(2) 大学等を卒業後13か月以内に山形県内に居住かつ就業し、その後５年間以上継続する見込みの方 

(3) 県内企業等へ就業又は県内で創業を希望する方（公務員・医師・看護師等・保育士・介護福祉士は対象外） 

２ 助成金額 

２万６千円×令和４年４月以降に奨学金の貸与を受けた月数 （上限：奨学金の返還残額） 

  （例）４年制大学の方で１年次に認定を受けた場合 26,000円×48か月＝1,248,000円が支援額の上限  

※応募した市町村と実際に居住した市町村が異なる場合は、助成金額が1/2に減額となります。 

３ 応募方法 

   次の書類を、募集期間内に大学等を卒業後に居住を希望する市町村へ提出してください。 

様式等は、山形県や市町村のホームページでダウンロードできます。 

ア やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】助成候補者認定申請書（様式１） 

イ 高等学校の卒業証明書又は卒業証書の写し（県内高校等卒業者のみ） 

ウ 大学等の在学証明書又は学生証の写し 

エ 奨学生証の写し又は奨学金貸与証明書の写し（奨学金の貸与を受けている方） 

     ※ 応募者多数の場合、市町村ごとに選考を行います。上記のほかに選考に必要な書類の提出を求める場合が 

ありますので、各市町村の指示に従ってください。 

４ 助成候補者の認定 

   募集人数を上回る応募があった場合は、選考を行います。選考結果は、令和４年９月上旬までに文

書で通知します。（選考方法は、市町村ごとに異なります。） 

５ 助成方法 

    助成候補者に認定された方が、大学等を卒業後、13か月以内に山形県内に居住、かつ県内に３年  

間就業した場合に助成します。                                                      

（返還支援後さらに２年間、県内居住・就業を継続する必要があります。） 

     助成金は、山形県が奨学金の貸与機関に対し、繰上げ返還金として支払います。本人にはお支払い 

しません。 

 
このリーフレットは事業の内容や募集条件の概要を記載したものです。 

応募にあたっては、必ず募集要項をご確認ください。 



令和4年5月12日

関 係 者 各 位

発注者　山形県最上総合支庁建設部道路計画課

受注者　結城・双葉・大和設計共同体

　　薫風の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　　さて、標記の橋梁定期点検を、下記の日程で実施いたします。その際、金山橋が通行止めとなり
　　ますので、迂回路をご通行いただきますようご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
　　ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

１． 点 検 日 時 　令和４年６月７日（火）～８日（水）　９：００～１７：００

２． 点 検 場 所 　主要地方道戸沢大蔵線　金山橋（最上郡大蔵村南山地内） 

３． 迂   回   路 　村道　肘折川向線（別紙参照） 

４． 発　 注 　者 　山形県最上総合支庁建設部道路計画課

　TEL　0233-29-1394

５． 問い合わせ先 　株式会社　双葉建設コンサルタント

　担当　安食　信和

　TEL　0233-22-0891

橋梁定期点検に伴う金山橋の通行止めについて（お願い）

記 



(金山橋 橋梁点検個所)

車両通行止

迂 回 路

村道 肘折川向線



令和4年5月12日

関 係 者 各 位

発注者　山形県最上総合支庁建設部道路計画課

受注者　結城・双葉・大和設計共同体

　　薫風の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　　さて、標記の橋梁定期点検を、下記の日程で実施いたします。その際、通り橋が通行止めとなり
　　ますので、迂回路をご通行いただきますようご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
　　ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

１． 点 検 日 時 　令和４年５月３１日（火）～６月１日（水）　９：００～１７：００

２． 点 検 場 所 　主要地方道大石田畑線　通り橋（大蔵村清水地内） 

３． 迂   回   路 　国道　458号（別紙参照） 

　一般県道　福寿野熊高線（別紙参照） 

４． 発　 注 　者 　山形県最上総合支庁建設部道路計画課

　TEL　0233-29-1394

５． 問い合わせ先 　株式会社　双葉建設コンサルタント

　担当　安食　信和

　TEL　0233-22-0891

記 

橋梁定期点検に伴う通り橋の通行止めについて（お願い）



迂 回 路

(通り橋 橋梁点検個所)

車両通行止

国道 458号

一般県道

福寿野熊高線



 

村管理型の合併処理浄化槽をご利用の方につきましても、下記のとお

り法定検査が行われますので必ず受検するようにしてください。なお、

お留守の場合でも検査を行いますのでご了承ください。 

 

○検査実施予定日  ５月２３日（月）～ 

○検査手数料    全額村で負担します 

 

浄化槽を使用している皆様へ 

浄化槽の法定検査を必ず受けましょう！ 

 

 

 

 浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たし

ています。浄化槽の維持管理方法については法律で定められており、浄化槽法第１

１条により、浄化槽管理者（設置者）は毎年１回、指定検査機関の行う検査を受け

ることが義務付けられています。 

この検査は保守点検や清掃とは別に受けなければならないものですので、検査機

関から通知が来た場合は必ず受検するようにして下さい。 

 

◎検査機関  公益社団法人 山形県水質保全協会 

〒999-3775 東根市大字野田 695-8  

TEL 0237-48-2469 

※検査実施日及び検査手数料は検査機関からの通知をご覧ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご不明な点等は、役場地域整備課上下水道係（75-2102）までお問い合わせ下さい。 

村管理の合併処理浄化槽を利用の皆様は・・・ 

回 覧 


